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第１章 計画の基本方針 
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１．計画策定の趣旨 

 

 新型インフルエンザは、毎年流行を繰り返してきたインフルエンザとウイルス

の抗原性が大きく異なる新型のウイルスが出現することにより、およそ 10 年から

40 年の周期で発生している。ほとんどの人が新型ウイルスに対する免疫を獲得し

ていないため、世界的な大流行（パンデミック）となり、大きな健康被害とこれ

に伴う社会的影響をもたらすことが懸念されている。 

平成 25 年 4 月 13 日に施行された新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成

24 年法律第 31 号。以下「特措法」という。）は、病原性が高い新型インフルエン

ザや同様な危険性のある新感染症が発生した場合に、国民の生命及び健康を保護

し、国民生活及び経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的に、国、

地方公共団体、指定公共機関等の事業者等の責務や、新型インフルエンザ等の発

生時における措置を定めたものであり、感染症の予防及び感染症の患者に対する

医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号。以下「感染症法」という。）等と相

まって、国全体としての万全の態勢を整備し、新型インフルエンザ等対策の強化

を図るものである。 

 可児市において今回策定する可児市新型インフルエンザ等対策行動計画（以下

「市行動計画」という。）は、特措法第 8 条第 1 項の規定により、政府の新型イン

フルエンザ等対策行動計画（以下「政府行動計画」という。） 、岐阜県新型イン

フルエンザ等対策行動計画（以下「県行動計画」という。）に基づき作成するもの

であり、国、県、市、医療機関、事業者、個人のそれぞれが対策の基本的な方針

や役割等を共通に理解し、一体となって展開していくために必要な事項を定める

ものである。 

 

２．計画の対象とする感染症 

 

 市行動計画の対象とする感染症（以下「新型インフルエンザ等」という。）は、

以下のとおりである。 

・ 感染症法第 6 条第 7 項に規定する新型インフルエンザ等感染症（以下「新型イ

ンフルエンザ」という。） 

・ 感染症法第 6 条第 9 項に規定する新感染症で、その感染力の強さから新型イン

フルエンザと同様に社会的影響が大きなもの 

 

なお、鳥インフルエンザ（鳥から人に感染したもの）は、特措法の対象ではな

いが、関連する事案として、国内外で鳥インフルエンザが人で発症した場合の対

応については、国の行動計画、県の行動計画と同様に「国内外で鳥インフルエン

ザが人で発症した場合の対策」を参考とする。 

 

３．計画の見直し 

 

市行動計画は、新型インフルエンザ等に関する最新の科学的な知見及び新型イ
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ンフルエンザ等対策についての検証等を通じ、政府行動計画、県行動計画の見直

しに準じ適時適切に見直しを行うこととする。  

 

４．新型インフルエンザ等対策の実施に関する基本的な方針 

 

 新型インフルエンザ等の発生時期を正確に予知することは困難であり、また、

その発生そのものを阻止することは不可能である。また、世界中のどこかで新型

インフルエンザ等が発生すれば、国内はもとより市内への侵入を避けることはで

きないと考えられる。  

 病原性が高くまん延のおそれがある新型インフルエンザ等が万一発生すれば、

市民の生命や健康、経済全体にも大きな影響を与えかねない。このため、新型イ

ンフルエンザ等については、長期的に市民の多くがり患するものであるが、患者

の発生が一定の期間に偏ってしまった場合、医療提供の受け入れ能力を超えてし

まうということを念頭に置きつつ、新型インフルエンザ等対策を市の危機管理に

関わる重要な課題と位置付け、次の２点を主たる目的として対策を講じていく必

要がある。  

 

１）感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護すること  

  ・感染拡大を抑えて、流行のピークを遅らせ、医療体制の整備やワクチン製造

のための時間を確保する。  

  ・流行のピーク時の患者数等をできる限り少なくして医療体制への負荷を軽減

するとともに、医療体制の強化を図ることで、必要な患者が適切な医療を受

けられるようにする。  

  ・適切な医療の提供により、重症者数や死亡者数を減らす。  

２）市民生活及び市民経済に及ぼす影響が最小となるようにすること  

  ・地域での感染対策等により、欠勤者の数を減らす。  

  ・事業継続計画の作成・実施等により、医療の提供の業務又は市民生活及び市

民経済の安定に寄与する業務の維持に努める。  

 

図１ 対策の効果を表す概念図  
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５．新型インフルエンザ等発生時の被害想定 

 

  新型インフルエンザ等の流行規模は、病原体側の要因（出現した病原体の病原

性や感染力等）や宿主側の要因（人の免疫力等）、社会環境など多くの要素に左右

されるものであり、軽微なものから重篤なものまで様々な場合があり得る。  

 市行動計画の策定に当たっては、政府行動計画、県行動計画を参考に想定され

る流行規模に関する数値（表１）を置き、対策を検討していくこととする。  

 なお、実際に新型インフルエンザ等が発生した場合、この規模を超える事態と

なり得ることも念頭に置くことも重要である。  

 

表１ 流行規模及び被害想定  

項 目 県 内 可児市 

流行期間 約８週間 

患 者（人口の 25％） 約 52 万人 約 25,000 人 

受診者数 約 20 万人 

～約 40 万人 

約 10,000 人 

～約 20,000 人 

中等度※１ 

（致命率 0.53％） 

入院患者 

（１日当たり最大） 

約 8,600 人 

（約 1,600 人） 

約 430 人 

（約 80 人） 

死亡者数 約 2,800 人 約 140 人 

重度※２ 

（致命率 2.0％） 

入院患者 

（１日当たり最大） 

約 32,500 人 

（約 6,500 人） 

約 1,600 人 

（310 人） 

死亡者数 約 10,400 人 約 500 人 

従業員の欠勤率の想定 最大 40％程度 

（計算の基礎となる人口データ：平成 22 年度国勢調査人口） 

※１：アジアインフルエンザ並み  

※２：スペインインフルエンザ並み  

 

  



 

- 5 - 

 

６．新型インフルエンザ等対策の基本的考え方 

 

新型インフルエンザ等対策は、発生の段階や状況の変化に応じて柔軟に対応し

ていく必要があることを念頭に置かなければならない。 

過去のインフルエンザのパンデミックの経験等を踏まえると、一つの対策に偏

重して準備を行うことは、大きなリスクを背負うことになりかねない。市行動計

画では、病原性の高い新型インフルエンザ等への対応を念頭に置きつつ、発生し

た感染症の特性を踏まえ、病原性が低い場合等様々に対応できるよう、対策の選

択肢を示した。 

また、各発生段階の期間は極めて短期間となる可能性があり、必ずしも段階ど

おりに進行するとは限らず、緊急事態宣言がされた場合には、対策の内容も変化

することに留意する必要がある。 

 市では、最近の科学的知見を注視しながら、市の特徴等も考慮しつつ、国及び

県の実施する対策と密接に連動し、市が実施すべき各種対策を、新型インフルエ

ンザ等の発生前から流行が収まるまでの状況に応じて、次の事項を基本とする一

連の流れをもって実施する。（具体的な対策については、第 2 章において、項目毎

に記載する。） 

 

6-1 発生前の段階 

 発生前の段階では、地域における医療体制の整備への協力、ワクチン接種体制

の整備、市民に対する啓発や市・事業所による事業継続計画等の策定など、発生

に備えた事前の準備を周到に行っておくことが重要である。 

また、事業者や市民一人ひとりが、感染予防や感染拡大防止のための適切な行

動や備蓄などの準備を行うことが必要である。新型インフルエンザ等対策では、

日頃からの手洗いなど、季節性インフルエンザに対する対策が基本となる。特に、

治療薬やワクチンが無い可能性が高い SARS のような新感染症が発生した場合、公

衆衛生対策がより重要である。 

 

6-2 発生が確認された段階 

 世界で新型インフルエンザ等の発生が確認された段階で、直ちに、対策実施の

ための体制に切り替える。  

 このため、新型インフルエンザ等が海外で発生した場合、病原体の国内への

侵入を防ぐことは不可能であるということを前提として対策を策定することが必

要である。市内での患者が確認されるまでの間は、県や医療機関等と連携し感染

者の早期発見及び感染予防対策を図る。  

 

6-3 市内で発生が確認された段階 

市内で患者が確認された当初の段階では、抗インフルエンザウイルス薬等によ

る治療、感染のおそれのある者の外出自粛やその者に対する抗インフルエンザウ

イルス薬の予防投与の検討、病原性に応じ、市民に対する不要不急の外出自粛依
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頼や施設の使用制限等に協力し、感染拡大のスピードをできる限り抑えることを

目的とした各般の対策を講ずる。  

なお、病原性・感染力等に関する情報が限られている場合には、過去の知見等

も踏まえ最も被害が大きい場合を想定し、強力な対策を実施するが、状況の進展

に応じて、必要性の低下した対策についてはその縮小・中止を図るなど見直しを

行うこととする。  

 

6-4 市内で感染が拡大した段階 

 市内で感染が拡大した段階では、国、県、市、事業者等は相互に連携して、医

療の確保、市民の生活や経済の維持のために最大限の努力を行う必要がある。  

 なお、社会の緊張により、予期しない事態が生じることも考えられるため、県

が協議の上、社会の状況に応じて臨機応変に対処し、医療機関を含めた現場が動

きやすくなるよう配慮・工夫を行う。  

 

6-5 市民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがある場合 

 市民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがある場合の新型イン

フルエンザ等への対策は、市民への不要不急の外出自粛等の要請、施設の使用制

限等の要請、各事業者における業務縮小等による接触機会の抑制など医療対応以

外の感染対策と､ワクチンや抗インフルエンザウイルス薬等を含めた医療対応を

組み合わせて総合的に行うことが必要である。  

特に、医療対応以外の感染対策については、社会全体で取り組むことにより効

果が期待されるものであり、全ての事業者が自発的に職場における感染予防に取

り組むことはもちろん、感染拡大を防止する観点から、継続する重要業務を絞り

込むなどの対策を実施することについて積極的に検討することが重要である。  

事業者の従業員のり患等により、一定期間、事業者のサービス提供水準が相当

程度低下する可能性を許容すべきことを市民に呼びかけることも必要である。  
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７．新型インフルエンザ等対策実施上の留意点 

 

市は、新型インフルエンザ等の発生に備え、また発生した時に、特措法その他

の法令、政府行動計画、県行動計画及び市行動計画並びに事業継続計画に基づき、

相互に連携協力し、新型インフルエンザ等対策の的確かつ迅速な実施に万全を期

す。この場合において、次の点に留意する。  

 

7-1 基本的人権の尊重 

市は、新型インフルエンザ等対策の実施に当たっては、基本的人権を尊重する

こととする。県が行う医療関係者への医療等の実施の要請等（特措法第 31 条）、

不要不急の外出の自粛要請、学校、社会福祉施設、興行場等の使用制限の要請等

（特措法第 45 条）、臨時の医療施設の開設のための土地等の使用（特措法第 49

条）、緊急物資の運送等（特措法第 54 条）、特定物資の売渡しの要請（特措法第

55 条）等の実施に当たって、市民の権利と自由に制限を加える場合は、その制限

は当該新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものとするよう依

頼する。（特措法第 5 条）。 

具体的には、法令の根拠があることを前提として、市民に対して十分説明し、

理解を得ることを基本とする。 

 

7-2 危機管理としての特措法の性格 

特措法は、万一の場合の危機管理のための制度であって、緊急事態に備えて様々

な措置を講じることができるよう制度設計されている。しかし、新型インフルエ

ンザ等が発生したとしても、病原性の程度や、抗インフルエンザウイルス薬等の

対策が有効であるなどにより、新型インフルエンザ等緊急事態の措置を講ずる必

要がないこともあり得ると考えられ、どのような場合でもこれらの措置を講ずる

というものではないことに留意する。  

 

7-3 関係機関相互の連携協力の確保 

可児市新型インフルエンザ等対策本部（特措法第 34 条。以下「市対策本部」と

いう。） は、政府の新型インフルエンザ等対策本部 （特措法第 15 条。以下「政

府対策本部」という。） 及び岐阜県新型インフルエンザ等対策本部 （特措法第

22 条。以下「県対策本部」という。） と相互に緊密な連携を図りつつ、新型イン

フルエンザ等対策を総合的に推進する。 

市対策本部長は、特に必要がある場合には、県対策本部長に対して、新型イン

フルエンザ等対策に関する総合調整を行うよう要請を行う。（特措法第 36 条第 2

項） 

 

7-4 記録の作成・保存 

市対策本部は、新型インフルエンザ等が発生した段階で、当該対策の実施に係

る記録を作成し、保存し、公表する。  
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８．対策推進のための役割分担 

 

8-1 国の役割 

 国は、新型インフルエンザ等が発生したときは、自ら新型インフルエンザ等対

策を的確かつ迅速に実施し、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共

機関（以下「指定（地方）公共機関」という。）が実施する新型インフルエンザ等

対策を的確かつ迅速に支援することにより、国全体として万全の態勢を整備する

責務を有する（特措法第 3 条第 1 項）。 

また、国は、新型インフルエンザ等及びこれに係るワクチンその他の医薬品の

調査・研究の推進に努める（特措法第 3 条第 2 項）とともに、WHO その他の国際

機関及びアジア諸国その他の諸外国との国際的な連携を確保し、新型インフルエ

ンザ等に関する調査及び研究に係る国際協力の推進に努める（特措法第 3 条第 3

項）。 

新型インフルエンザ等の発生前は、「新型インフルエンザ等対策閣僚会議」及び

閣僚会議を補佐する「新型インフルエンザ等及び鳥インフルエンザ等に関する関

係省庁対策会議」の枠組みを通じ、政府一体となった取組を総合的に推進する。 

 指定行政機関は、政府行動計画等を踏まえ、相互に連携を図りつつ、新型イン

フルエンザ等が発生した場合の所管行政分野における発生段階に応じた具体的な

対応をあらかじめ決定しておく。 

 国は、新型インフルエンザ等の発生時には、政府対策本部の下で基本的対処方

針を決定し（特措法第 18 条第 1 項）、対策を強力に推進する。  

 その際、国は、医学・公衆衛生等の専門家を中心とした学識経験者の意見を聴

きつつ、対策を進める。  

 

8-2 県の役割 

 県は、特措法及び感染症法に基づく措置の実施主体としての中心的な役割を担

う。  

新型インフルエンザ等の発生前は、「岐阜県新型インフルエンザ等対策推進会

議」を開催するなど、全庁的な取組を推進するとともに、各部局では県行動計画

や各省庁が定める具体的な対応を踏まえ、新型インフルエンザ等が発生した場合

における所管事務の具体的な対応をあらかじめ決定しておく。 

 新型インフルエンザ等の発生時には、直ちに県対策本部を設置し、政府対策本

部が示す基本的対処方針に基づき、全庁一体となった対策を強力に推進する。 

また、平時から市町村と緊密な連携を図り、市町村における対策実施を支援す

るとともに、広域での対応が必要な場合には市町村間の調整を行う。  

 

8-3 市の役割 

市は、市民に最も近い行政単位であり、地域住民に対するワクチンの接種や、

市民の生活支援、新型インフルエンザ等発生時の要援護者への支援等に関し、政

府の基本的対処方針に基づき、的確に対策を実施することが求められる。  
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市は、新型インフルエンザ等の発生前から、新型インフルエンザ等に関する情

報や発生時にとるべき行動などその対策に関する知識を得るとともに、「可児市感

染症等予防対策本部会議」を開催するなど、市民への情報提供の方法や地域医療

体制の確保等について、県や関係機関と協議を行い決定しておく。  

対策の実施に当たっては、県や近隣の市町村と緊密な連携を図る。  

   

8-4 医療機関の役割 

 医療機関は、新型インフルエンザ等の発生前から、地域医療体制の確保のため、

新型インフルエンザ等患者を診療するための院内感染対策や必要となる医療資器

材の確保等の準備を推進することが求められる。また、新型インフルエンザ等の

発生時においても医療提供を確保するため、新型インフルエンザ等患者の診療体

制を含めた、診療継続計画の策定及び地域における医療連携体制の整備を進める

ことが重要である。  

 医療機関は、新型インフルエンザ等の発生時には診療継続計画に基づき、地域

の医療機関が連携し、発生状況に応じて、新型インフルエンザ等患者の診療体制

の強化を含め、医療を提供するよう努める。  

 

8-5 指定（地方）公共機関の役割 

指定（地方）公共機関は、新型インフルエンザ等の発生前から、新型インフル

エンザ等の発生時における対策の内容や実施方法等を定めた業務計画を作成し、

県知事に報告する。  

指定（地方）公共機関は、新型インフルエンザ等が発生したときは、特措法で

定めるところにより、その業務について、新型インフルエンザ等対策を実施する

責務を有する（特措法第 3 条第 5 項）。 

・指定公共機関：独立行政法人、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他

の公共的機関及び医療、医薬品又は医療機器の製造又は販売、電気又はガスの

供給、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、政令で定めるもの。 

・指定地方公共機関：都道府県の区域において、医療、医薬品又は医療機器の製

造又は販売、電気又はガスの供給、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人、

地方道路公社その他の公共的施設を管理する法人及び地方独立行政法人のうち、

指定公共機関以外のもので、あらかじめ当該法人の意見を聴いて知事が指定す

るもの。  

 

8-6 登録事業者の役割 

 登録事業者とは、新型インフルエンザ等の発生時において、特措法第 28 条に規

定する特定接種の対象となる医療の提供の業務又は国民の生活及び経済の安定に

寄与する業務を行う事業者をいう。  

登録事業者は、新型インフルエンザ等の発生時においても最低限の国民生活を

維持する観点から、それぞれの社会的使命を果たすことができるよう、新型イン

フルエンザ等の発生前から、職場における感染対策の実施や重要業務の事業継続
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などの準備を積極的に行うことが重要である。  

 新型インフルエンザ等の発生時には、その活動を継続するよう努める（特措法

第 4 条第 3 項）。  

・特定接種の対象となる登録事業者：「医療の提供の業務」を行う医療機関、薬局、

訪問看護ステーション等や、「国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務」を

行う介護・福祉事業者、食料製造・小売事業者等、厚生労働大臣の登録を受けて

いるもの。  

 

8-7 一般の事業者の役割 

 一般の事業者については、新型インフルエンザ等の発生時に備えて、職場にお

ける感染対策を行うことが求められる。  

 市民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれのある新型インフルエ

ンザ等の発生時には、感染防止の観点から、一部の事業を縮小することが望まれ

る。特に不特定多数の者が集まる事業を行う者については、感染防止のための措

置の徹底が求められる。  

 

8-8 市民の役割 

 新型インフルエンザ等の発生前は、新型インフルエンザ等に関する情報や発生

時にとるべき行動などその対策に関する知識を得るとともに、季節性インフルエ

ンザにおいても行っている、マスク着用、咳エチケット、手洗い等の個人レベル

での感染対策を実践するよう努める。また、発生時に備えて、個人レベルにおい

ても食料品・生活必需品等の備蓄を行うことが望ましい。  

 新型インフルエンザ等の発生時には、発生の状況や予防接種など実施されてい

る対策等についての正しい情報を得て、感染拡大を抑えるための個人レベルでの

対策を実施するよう努める。  

 

 

９．対策の主要 5 項目    

 

本計画では、新型インフルエンザ等対策の主たる目的（「感染拡大を可能な限り

抑制し、市民の生命及び健康を保護する」、「市民生活及び市民経済に及ぼす影響

が最小となるようにする」）を達成するための対策について、「①実施体制」、「②

情報収集・提供・共有」、「③予防・まん延防止」、「④医療」、「⑤市民の生活及び

経済の安定」の 5 項目に分けて実施していくこととする。 

 

9-1 実施体制 

 市は、新型インフルエンザ等が発生する前においては、可児市感染症等予防対

策本部会議を開催し、事前準備の進捗状況を確認し、関係各課等と連携を図りな

がら、庁内一体となった取り組みを推進する。  

新型インフルエンザ等が発生した場合は、「可児市危機管理規程」に基づく危機
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管理検討会議を設置し、さらに新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされた場合

は、直ちに市対策本部を設置する。（特措法第 34 条第 1 項）  

 市対策本部は、県、近隣市町村、医師会、医療機関等との連携を密にし、情報

の共有を図りながら諸対策を推進する。  

 

9-2 情報収集・提供・共有 

 情報の収集にあたっては、「岐阜県リアルタイム感染症サーベイランスシステ

ム」を活用するとともに、医師会を通じて市内医療機関をはじめ、学校、保育園・

幼稚園、社会福祉施設などから情報を収集する。  

 発生前においては、市は新型インフルエンザ等の予防及びまん延の防止に関す

る情報を常に市民に提供し、いざ発生した時に市民が正しく行動できるように努

める。  

 発生時においては、情報提供としてマスメディア、市ホームページ、ケーブル

テレビ可児、FM らら等の媒体により迅速に市民に周知し、市民自らが感染予防を

行なえるようにする。提供する情報の内容については、個人情報の保護と公益性

に十分配慮して伝えることが重要である。また、誤った情報が発信された場合は、

風評被害を考慮し、個々に打ち消す情報を発信する必要がある。  

 対策の最前線である市は、県、医師会、医療機関等関係機関と連携し、インタ

ーネット等を活用し、できる限り迅速に情報の共有を行う。また、これらの関係

者を参集した会議を様々な単位で開催し、コミュニケーションの充実を図り、問

題点を洗い出した上で、市の医療体制の確保を図っていく。  

 

9-3 予防・まん延防止 

 新型インフルエンザ等のまん延防止対策は、流行のピークをできる限り遅らせ

ることで体制の整備を図るための時間を確保すること、また、流行のピーク時の

受診患者数等を減少させ、入院患者を最小限にとどめ、医療体制が対応可能な範

囲内に収めることである。 

新型インフルエンザ等のまん延防止対策は、個人対策や地域対策、職場対策、

予防接種などの複数の対策を組み合わせて行うが、対策が個人の行動を制限する

面や、社会・経済活動に影響を与える面もあることを踏まえて、対策の効果と影

響とを総合的に勘案し、新型インフルエンザ等の病原性・感染力等に関する情報

や発生状況の変化に応じて、実施する対策を決定したり、現在実施している対策

の縮小・中止を行ったりする。 

 新型インフルエンザ等対策における予防接種については、「特定接種（特措法第

28 条）」と「住民接種（特措法第 46 条、予防接種法第 6 条第 1 項）」がある。未

発生期から接種体制の構築を図る必要がある。 
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 ☞ 特定接種 

  特定接種とは、特措法第 28 条に基づき、「医療の提供並びに国民生活及び 

 国民経済の安定を確保するため」に行うものであり、政府対策本部長がその緊

急の必要があると認めるときに、臨時に行われる予防接種をいう。特定接種の 

 対象となり得るものは、次の①～③である。 

 ①「医療の提供業務」又は「国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務」を

行う事業者であって、厚生労働大臣の定めるところにより厚生労働大臣の登

録を受けているもの（以下「登録事業者」という。）のうち、これらの業務に 

 従事する者（厚生労働大臣の定める基準に該当する者に限る。） 

 ②新型インフルエンザ等対策の実施に携わる国家公務員 

 ③新型インフルエンザ等対策の実施に携わる地方公務員 

  特定接種については、備蓄しているプレパンデミックワクチンが有効であれ

ば、備蓄ワクチンを用いることとなるが、発生した新型インフルエンザ等が H 

 5N1 の新型インフルエンザであっても備蓄しているプレパンデミックワクチン

の有効性が低い場合には、パンデミックワクチンを用いることとなる。 

 ☞住民接種 

  緊急事態宣言が行われている場合については、特措法第 46 条に基づき、予防

接種法第 6 条第 1 項の規定（臨時の予防接種）による予防接種を行うこととな

る。 

  一方、緊急事態宣言が行われていない場合については、予防接種法第 6 条第

3 項の規定（新臨時接種）に基づく接種を行うこととなる。 

  住民接種の接種順位については、以下の 4 つの群に分類するとともに、状況

に応じた接種順位とすることを基本とする。 

 ①医学的ハイリスク者：呼吸器疾患、心臓血管系疾患を有する者等、発症する

ことにより重症化するリスクが高いと考えられる者 

 ・基礎疾患を有する者 

 ・妊婦 

②小児（1 歳未満の小児の保護者及び身体的な理由により予防接種が受けられ   

 ない小児の保護者を含む。） 

 ③成人・若年者 

 ④高齢者：ウイルスに感染することによって重症化するリスクが高いと考えら

れる群（65 歳以上の者） 

  接種順位については、新型インフルエンザ等が国民の生命及び健康に及ぼす 

 影響並びに国民生活及び国民経済に及ぼす長期的な影響を考慮して、国が決定

する。 

 

9-4 医療 

 新型インフルエンザ等が大規模にまん延した場合には、患者数の大幅な増大が

予測されるが、地域の医療体制には制約があることから、各医療機関の役割分担
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を決め、相互に情報共有を図りながら、効率的・効果的に医療を提供できる体制

を事前に計画しておくことが重要である。 

 市は、医療に関して県が行う対策について、県からの要請に応じ適宜協力する。 

 

医療に関する県の対策（岐阜県新型インフルエンザ等対策行動計画より）： 

 発生前における医療体制として、二次医療圏域単位で、保健所が中心となり、

地域医師会・薬剤師会・中核医療機関等を含む医療機関、薬局、市町村、消防等

の関係者からなる対策会議を開催するなど、地域の関係者と密接に連携を図りな

がら地域の実情に応じた医療体制の整備を推進する。 

 県内での発生早期には、原則として感染症法（第 19 条）に基づき、新型インフ

ルエンザ等患者を感染症指定医療機関（表２）等に入院させる。また、発生早期

の段階では新型インフルエンザ等の臨床像に関する情報は限られていることから、

厚生労働省等から発出される診断及び治療に有効な情報を医療現場に迅速に還元

する。 

 帰国者・接触外来を有しない医療機関でも多くの患者が見られるようになった

場合等には、帰国者・接触者外来を指定しての診療体制から一般の医療機関で診

療する体制に切り替える。 

 また、患者数が大幅に増加した場合にも対応できるよう、重症者は感染症指定

医療機関を始めとする医療機関への入院、軽症者は在宅療養に振り分け、医療提

供体制の確保を図ることとする。（図２） 

 

表２【県内感染症指定医療機関】  

第一種感染症指定医療機関  所在地  病床数  

岐阜赤十字病院  岐阜市  ２床  

 

第二種感染症指定医療機関  所在地  
病床数  

感染症  結核  

岐阜赤十字病院  岐阜市  ６床   

大垣市民病院  大垣市  ６床  ４０床  

岐阜県厚生農業協同組合連合会 中濃厚生病院  関市  ６床   

岐阜県立多治見病院  多治見市  ６床  １３床  

岐阜県厚生農業協同組合連合会 久美愛厚生病院  高山市  ４床  ８床  

独立行政法人国立病院機構 長良医療センター  岐阜市   ５２床  

羽島市民病院  羽島市   １０床  

郡上市国保白鳥病院  郡上市   ４床  

市立恵那病院  恵那市   １０床  
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図２  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-5 市民の生活及び経済の安定  

新型インフルエンザ等は多くの者が罹患し、流行が 8 週間程度続くと言われて

おり、市民生活及び経済の大幅な縮小と停滞を招く恐れがあるため、行政機関や

医療機関を始め、市民生活に密着する電気・ガス・水道等事業者については、万

全の措置を講ずる必要がある。 

また、高齢者や障がい者等、新型インフルエンザ等の感染で生活に支障をきた

すリスクの高い者に対しては、その把握を行うとともに、具体的な支援策や支援

体制について整備しておく。 

併せて、感染による死亡者が多数に上がった場合の火葬を円滑に行うための体

制整備や、生活関連物資の価格安定等の対策を講ずる。 

 

 

10．発生段階の分類 

 

 新型インフルエンザ等対策は、感染の段階に応じて採るべき対応が異なること

から、事前の準備を進め、状況の変化に即応した意思決定を迅速に行うことがで

きるよう予め発生の段階を設け、各段階において想定される状況に応じた対応方

針を定めておく必要がある。 

 政府行動計画では、新型インフルエンザ等が発生する前から、海外での発生、

国内での発生、まん延を迎え、小康状態に至るまでを、わが国の実情に応じた戦

略に即して５つの発生段階に分類した（表３）。国全体での発生段階の移行につい

ては、WHO の情報を参考としながら、海外や国内での発生状況を踏まえて、政府
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対策本部が決定する。 

 一方、地域での発生状況は様々であり、その状況に応じ、特に地域での医療提

供や感染対策等について、柔軟に対応する必要があることから、市は市行動計画

で定められた対策を県行動計画が定める５つの発生段階に応じて実施することと

する。また、その移行については、必要に応じて県と協議の上で市対策本部が判

断する。 

 

表３【発生段階分類表】  

状 態  
発生段階  

市行動計画  県行動計画  政府行動計画  

新型インフルエンザ等が発生し

ていない状態  
未発生期  未発生期  未発生期  

海外で新型インフルエンザ等が

発生した状態  

市内未発生期  県内未発生期  

海外発生期  

いずれかの都道府県で新型イン

フルエンザ等の患者が発生して

いるが、岐阜県内及び市内では発

生していない状態  

国内発生早期  

岐阜県内又は市内で新型インフ

ルエンザ等患者が発生している

が、全ての患者の接触歴が疫学調

査で追える状態  

市内発生早期  県内発生早期  

国内感染期  
岐阜県内又は市内で新型インフ

ルエンザ等患者の接触歴が疫学

調査で追えなくなった状態で、市

内で新型インフルエンザ等患者

の発生が増加している状態  

市内感染期  県内感染期  

新型インフルエンザ等患者の発

生が減少し、低い水準でとどまっ

ている状態  

小康期  小康期  小康期  

 

11．市対策本部の組織体制 

 

11-1 感染症等予防対策本部の設置 

 市は、新型インフルエンザ等が発生していない状態においては、必要に応じ健

康福祉部健康増進課（保健センター）に可児市感染症等予防対策本部会議を設置

し、会議を開催するなど事前準備の進捗状況を確認し、関係各課等と連携を図り

ながら、庁内一体となった取り組みを推進する。 

 この場合、本部長を副市長、副本部長を教育長、本部員を部長職、庶務を健康
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増進課とし、情報収集等にあたる。 

 新型インフルエンザ等が国内で発生した場合は、併せて可児市危機管理規程に

基づく危機管理検討会議を設置する。 

 

11-2 新型インフルエンザ等対策本部の設置 

新型インフルエンザ等が国内で発生し、政府が新型インフルエンザ等緊急事態

宣言をした場合、市は特措法に基づいて直ちに市対策本部を設置する。  

 また、緊急事態宣言がなされていない場合でも、市長が必要と判断した場合は、

対策本部を設置する。  

 

11-3 対策本部の組織 

可児市新型インフルエンザ等対策本部  

本部長  市長  

副本部長  副市長、教育長  

本部員  

（各部長）  

企画経済部長、総務部長、市民部長、健康福祉部長、建設部長、  

水道部長、会計管理者、教育委員会事務局長、議会事務局長、  

企画経済部参事、健康福祉部参事  

 

                            対策本部幹事会  

 

*対策本部幹事会は総合政策課長、防災安全課長、総務課長、秘書課長、地域振興

課長、福祉課長、建築指導課長、水道課長、教育総務課長、健康増進課長の 10

名で構成する。 

*対策本部及び対策本部幹事会の庶務は健康増進課とする 

*各部等は所属する課を単位として体制を整え、各本部員の指示に基づき行動する。 

 

11-4 各部の任務分担  

部  任務分担  

健康福祉部  

 

 

 

 

 

 

 

☛新型インフルエンザ等に関する情報の収集  

☛市対策本部の設置と情報提供  

☛市民への感染予防の啓発  

☛国・県・保健所との連絡調整  

☛医師会・医療機関との連絡調整  

☛医療従事者の感染予防対策  

☛幼稚園、保育園、社会福祉施設等における感染対策  

☛医療・医薬品等の確保に関する事項  

☛必要に応じた臨時の予防接種（特定接種、住民接種）

の実施  

☛遺体の収容・安置に関する事項  
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企画経済部  ☛公共交通機関における感染予防対策  

☛家きんにおける鳥インフルエンザ対策  

☛事業所等への感染予防の啓発  

☛観光施設、イベント会場等における感染予防の啓発  

☛防災無線、ホームページ、ケーブルテレビ可児、FM

らら等による広報活動  

☛報道発表、報道機関に関する対応  

総務部（会計課を含

む）  

☛市対策本部指示事項の伝達  

☛危機管理検討会議の設置  

☛各部の連絡調整及び人員配置  

☛対策経費の調達  

☛可茂消防事務組合との連絡調整  

市民部  ☛各自治連合会との連絡調整  

☛各連絡所や社会体育施設、外国人等における感染予防

対策  

☛公民館等社会教育施設の感染予防対策  

☛遺体の埋火葬に関する事項  

建設部  ☛公園等における感染予防対策  

水道部  ☛水道の安定供給  

教育委員会事務局  ☛小中学校等教育関係施設における感染対策  

☛学校における感染状況の情報収集  

議会事務局  ☛市議会議員との連絡調整  

☛市議会議員への情報提供  
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第２章 各段階における対策 
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本章では、発生段階ごとに「目的」、「対策の考え方」、「主要５項目の個別対策」

を記載する。  

 

１．未発生期 

 

１ 未発生期  

・新型インフルエンザ等が発生していない状態。  

・海外において、鳥類等の動物のインフルエンザウイルスが人に感染する例が

散発的に発生しているが、人から人への持続的な感染はみられていない状況。  

【目的】  

１）発生に備えて体制の整備を行う。  

２）県との連携の下に発生の早期確認に努める。  

【対策の考え方】  

１）新型インフルエンザ等は、いつ発生するか分からないことから、平素から

警戒を怠らず、市行動計画等を踏まえ、県等との連携を図り、対応体制の構

築や訓練の実施、人材の育成等、事前の準備を推進する。  

２）新型インフルエンザ等が発生した場合の対策等に関し、市民全体での認識

共有を図るため、継続的な情報提供を行う。  

３）海外での新型インフルエンザ等発生を早期に察知するため、県との連携を

図り、継続的な海外からの情報収集を行う。  

 

1-1 実施体制 

・可児市感染症等予防対策本部会議を通じて、発生時に備えた対策の方針等を検

討する。（健康福祉部）  

・県行動計画に基づき市行動計画を作成し、必要に応じ見直しを行う。（健康福祉

部）  

・保健所、医師会、医療機関、近隣市町村等との連携を密にし、平時から情報交

換や連携体制の確認を行う。（健康福祉部）  

 

1-2 情報収集・提供・共有 

・県等を通じ、鳥・豚等インフルエンザの国内外の情報収集に努める。（企画経済

部）  

・動物、鳥類の異常死等の状況把握に努める。（健康福祉部、企画経済部、市民部） 

・県内の新型インフルエンザ等受診患者の状況について「岐阜県リアルタイム感

染症サーベイランスシステム」により把握する。（健康福祉部）  

・市民へ広報紙、ホームページ等により必要な情報提供ができる体制を整備する。

（企画経済部）  

・県や医師会等の関係機関に対し、迅速な情報提供ができるよう準備を行う。（健

康福祉部、企画経済部）  

・新型インフルエンザ等が発生時した時、市民からの問い合わせに対応できるよ
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う、相談窓口を開設するための準備を進める。（健康福祉部、関係各部）  

 

1-3 予防・まん延防止 

・市民に対して、マスクの着用、咳エチケット、手洗い・うがいなど基本的な感

染予防策の周知を図る。（健康福祉部、関係部局）  

・自らの発症が疑わしい場合に、県が設置する帰国者・接触者相談センターに連

絡して指示を仰ぐなど、感染を広げないよう不要の外出を控えること及び基本的

な感染予防対策を行うなど市民の理解促進を図る。（健康福祉部）  

・新型インフルエンザ等の発生に備え、衛生資機材（消毒薬・マスク等）の備蓄

に努める。（健康福祉部）  

・特定接種、住民接種の実施について、国や県の協力を得ながら医師会等関係機

関と連携し、速やかに接種が行える体制を構築する。（健康福祉部）  

・ワクチンの円滑な供給が得られるよう、県や医療機関等との調整を進める。（健

康福祉部）  

 

1-4 医療 

・感染期に備え、保健所・医師会・近隣市町村等と連携を図りながら医療体制の

整備に協力する。（健康福祉部）  

・市内感染期においても救急機能を維持するための方策について検討を進める。

（総務部）  

・入院治療が可能な病床数等を把握するとともに、収容能力を超えた場合に備え、

市で県が行う臨時医療施設（特措法第 48 条）等での医療を提供することについ

ての検討に協力する。（健康福祉部）  

・社会福祉施設等の入所施設において、集団感染が発生した場合の医療提供の方

法を検討する。（健康福祉部）  

 

1-5 市民生活・地域経済の安定 

・新型インフルエンザ等の発生に備え、事業者や観光施設等に対して、職場・施

設内における感染対策などの周知を行う。（企画経済部）  

・市民生活に密接に関わる事業者（水・電気・ガスの供給、ゴミの収集等）に対

し、業務継続のための準備について周知する。（企画経済部、市民部、水道部）  
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２．市内未発生期 

 

２ 市内未発生期  

・海外又は他県で新型インフルエンザ等が発生した状態。  

・県内では新型インフルエンザ等の患者は発生していない状態。  

・発生国・地域が限定的な場合、流行が複数の国・地域に拡大している場合等、

様々な状況。  

【目的】  

１）国・県の水際対策との連携により、市内発生の遅延と早期発見に努める。  

２）市内発生に備えて体制の整備を行う。  

【対策の考え方】  

１）新たに発生した新型インフルエンザ等の病原性や感染力等について十分な

情報がない可能性が高いが、その場合は、病原性・感染力等が高い場合にも

対応できるよう、強力な措置をとる。  

２）対策の判断に役立てるため、国、県等を通じて、海外・県外での発生状況、

新型インフルエンザ等の特徴等に関する積極的な情報収集を行う。  

３）国・県等と連携して、海外又は他県での発生状況について注意喚起すると

ともに、市内発生に備えて的確な情報提供を行い、医療機関、事業者等の関

係機関や市民に対し準備を促す。  

４）医療機関等への情報提供、検査体制の整備、診療体制の確立、市民生活及

び市民経済の安定のための準備、特定接種の実施、住民への予防接種の準備

及び実施等、市内発生に備えた体制整備を急ぐ。  

 

2-1 実施体制 

・未発生期に引き続き可児市感染症等予防対策本部会議を開催し、新型インフル

エンザ等の情報集約、共有、分析を行う。（健康福祉部）  

・可児市危機管理規程に基づき、危機の発生を予見し、予防策及び対応策を検討

する危機管理検討会議を設置する。（総務部、関係各部） 

・新型インフルエンザ等が発生し、政府対策本部及び県対策本部が設置された場

合であって、市としても対策を講じる必要があると判断される場合は、必要に応

じて市対策本部を設置する。（健康福祉部） 

 

2-2 情報の収集・提供・共有 

・新型インフルエンザ等の発生状況等の情報収集に努める。（健康福祉部） 

・引き続き「岐阜県リアルタイム感染症サーベイランスシステム」により、県内

の感染状況を把握する。（健康福祉部） 

・「学校欠席者情報システム」により欠席者及び臨時休業の状況を把握する。（教

育委員会事務局） 

・保育園・幼稚園、社会福祉施設等の状況を把握する。（健康福祉部） 

・市民に対し、海外での発生状況、現在の対策等について、テレビ、マスメディ
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アの活用を基本としつつ、できる限りリアルタイムでの情報提供を行い、注意喚

起を行う。併せて風評による影響を防止するよう努める。（健康福祉部、企画経済

部） 

・県や関係機関とインターネット等を活用して、適時情報の共有を図る。（健康福

祉部、関係部局） 

・市民からの一般的な問い合わせに対応できるように「新型インフルエンザ等相

談窓口」を設置する。（健康福祉部） 

 

2-3 予防・まん延防止 

・市民に対し、引き続きインフルエンザの基本的な感染予防策（手洗い、うがい、

マスクの着用等）の周知徹底を図る。（健康福祉部、関係部局） 

・発生地域への渡航・旅行者に対し、注意喚起する。（健康福祉部） 

・学校・福祉施設等やその他公共施設・に対し感染予防対策を進める。（健康福祉

部、教育委員会事務局、関係部局） 

・国が特定接種の実施を決定した場合、接種対象者となる市職員に対し、本人の

同意を得て特定接種を行う。（健康福祉部）  

・特定接種について、市民の理解を得るためにその目的や趣旨を分かりやすく広

報するとともに、住民接種の見通しについても明らかにする。（健康福祉部、企画

経済部）  

・住民接種が速やかに実施できるよう、医師会や関係医療機関と連携し、具体的

な実施に向けて準備を進める。（健康福祉部） 

・ワクチンの円滑な供給が得られるよう、引き続き県や医療機関等との調整を進

める。（健康福祉部）  

 

2-4 医療 

・国、県等から新型インフルエンザ等の症例定義、診断・治療に資する情報が示

された場合は、医師会や医療機関に迅速に情報を提供し、その体制を依頼する。

（健康福祉部） 

・発生国からの帰国者や国内患者の濃厚接触者であって、症状等を有する者につ

いては受診するよう周知する。（健康福祉部） 

・臨時の医療施設で医療を提供する必要が生ずると予測される場合には、県と協

議し、当該施設を確保する。（健康福祉部） 

 

2-5 市民生活及び経済の安定 

・市内事業者に対して従業員の健康管理を徹底するとともに、職場における感染

予防対策を行うよう依頼する。（企画経済部） 

・市民生活に密接に関わる事業者（水・電気・ガスの供給、ゴミの収集等）に対

し、業務継続のための準備を進めるよう依頼する。（企画経済部、市民部、水道部） 

・国から県を通じて行われる「火葬場の火葬能力の限界を超える事態が起こった

場合に備え、一時的に遺体を安置できる施設等を確保できるよう準備を行う」旨
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の要請に対応する。（健康福祉部、市民部） 

 

 

３．市内発生早期 

 

３ 市内発生早期  

・県内で新型インフルエンザ等の患者が発生しているが、全ての患者の接触歴

を疫学調査で追うことができる状態。  

・市内でも新型インフルエンザ等の患者が発生した状態  

【目的】  

１）県内、市内での感染拡大をできる限り抑える。  

２）患者に適切な医療を提供する。  

３）感染拡大に備えた体制の整備を行う。  

【対策の考え方】  

１）流行のピークを遅らせるため、引き続き、感染対策等を行う。政府が新型

インフルエンザ等緊急事態宣言を行った場合には、積極的な感染対策等をと

る。  

２）医療体制や感染対策について周知し、個人一人ひとりがとるべき行動につ

いて十分な理解を得るため、市民への積極的な情報提供を行う。  

３）市内での患者数が少なく、症状や治療に関する臨床情報が限られている可

能性が高いため、国・県と連携し、海外・国内の情報をできるだけ集約し、

医療機関等に提供する。  

４）県内・市内感染期への移行に備えて、医療提供体制の確保に係る協力、市

民の生活及び経済の安定の確保のための準備等、感染拡大に備えた体制の整

備を急ぐ。  

５）住民接種を早期に開始できるよう準備を急ぎ、体制が整った場合はできる

だけ速やかに実施する。  

 

3-1 実施体制 

・県内において新型インフルエンザ等が発生した疑いがあるとの情報を得た場合

には、速やかに可児市感染症等予防対策本部会議並びに危機管理検討会議を招集

し、基本的対処方針の協議、検討を行う。また、緊急事態宣言がなされていない

場合でも、市長が必要と判断した場合は、市対策本部を設置する。（健康福祉部、

総務部）  

・国が「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」（特措法第 32 条第 1 項）を行なっ

た場合、直ちに可児市長を本部長とする市対策本部を設置し、速やかに情報の共

有を図るとともに、市内発生に備えて対策の協議を行う。（健康福祉部、関係部局） 

 

3-2 情報の収集・提供・共有 

・岐阜県と連携し、発生情報等の迅速な把握に努める。（健康福祉部） 
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・引き続き、「岐阜県リアルタイム感染症サーベイランスシステム」等により、県

内・市内の感染状況を把握する。（健康福祉部） 

・引き続き、「学校欠席者情報システム」により欠席者及び臨時休業の状況を把握

する。（教育福祉部、教育委員会事務局） 

・市民に対し、発生状況や感染対策、感染した場合の対応について、あらゆる広

報媒体を利用して情報提供を行う。なお、新型インフルエンザ等には誰もが感染

する可能性があることを伝えるとともに風評被害等が生じないよう冷静な対応を

呼びかける。（健康福祉部、企画経済部） 

・引き続き、県や関係機関とインターネット等を活用して、情報の共有を図るよ

う努める。（健康福祉部） 

・引き続き市民の健康不安に対応するために、「新型インフルエンザ等相談窓口」

に保健師・看護師等を増員し体制を強化する。（健康福祉部） 

・県が設置する「コールセンター」の利用について市民に一層の周知を行う。（健

康福祉部） 

・学校、社会福祉施設等や職場での感染対策についての情報を適切に市民に提供

する。（健康福祉部、教育委員会事務局、関係部局） 

 

3-3 予防・まん延防止 

・市民、事業所、学校、福祉施設等に対し、引き続き予防対策として手洗い、う

がい、マスクの着用等の周知徹底を図る。（健康福祉部、企画経済部、教育委員会

事務局、関係部局） 

・公共交通機関等に対し、利用者への基本的な予防対策の励行及び感染対策を講

ずるよう依頼する。（健康福祉部、企画経済部） 

・関係機関等に対し、病院、高齢者施設等の基礎疾患を有する者が集まる施設や、

多数の者が居住する施設等における感染対策を強化するよう依頼する。（健康福祉

部） 

・感染症法に基づき、県と連携しながら患者への対応（治療・入院措置等）や患

者の濃厚接触者への対応（外出自粛、健康観察の実施等）などの措置を行う。（健

康福祉部） 

・予防接種は国の実施要綱に基づき、医師会や医療機関との連携のもと、接種を

促進する。（健康福祉部） 

・インフルエンザ緊急事態宣言がされている場合は、特措法第４６条の規定に基

づく臨時の予防接種として国の実施要綱に基づき、医師会や医療機関との連携の

もと、住民接種を実施する。（健康福祉部） 

・ワクチンの円滑な供給について、引き続き県や医療機関との調整を進める。（健

康福祉部） 

 

3-4 医療 

・新型インフルエンザ等の診断や治療に資する情報を医師会や医療機関・医療従

事者に迅速に情報提供し情報共有を図るとともに、適切な医療の提供を依頼する。
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（健康福祉部） 

・発生国からの帰国者や国内の患者の濃厚接触者であって症状を有する者につい

て、県が設置する「帰国者・接触者相談センター」を通じて、受診するよう周知

する。（健康福祉部） 

・新型インフルエンザ等と診断された者に対して、原則として感染症法に基づき、

県が行う感染症指定医療機関等への入院措置に協力する。（健康福祉部） 

・国、県から提供される情報を基に、必要となる病床を確保する。（健康福祉部） 

・臨時の医療施設で医療を提供する必要があると予測される場合は、県と協議の

上、当該施設を確保する。（健康福祉部） 

 

3-5 市民生活及び経済の安定確保 

・市内の事業者に対し、従業員の健康管理を徹底するとともに、職場における感

染対策を開始するよう要請する。（企画経済部） 

・公共交通事業者や市民生活に密接に関わる事業者（水・電気・ガスの供給、ご

みの収集等）に対し、業務継続に向けた取組みを行うよう要請する。（企画経済部、

市民部、水道部、関係各部） 

・生活関連物資等の価格が高騰しないよう、また、買占め・売惜しみが生じない

よう、調査・監視するとともに、必要に応じ関連事業者団体等に対して、供給の

確保や便乗値上げの防止等の要請を行う。（企画経済部） 

・必要に応じ、市民の生活相談窓口の充実を図る。（健康福祉部、企画経済部、市

民部、関係各部） 
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４．市内感染期 

 

４ 市内感染期  

・県内で新型インフルエンザ等の患者の接触歴が疫学調査で追えなくなった状

態。  

・市内で新型インフルエンザ等の患者の発生が増加している状態  

・感染拡大からまん延、患者の減少に至る時期を含む。  

・県内でも、地域によって状況が異なる可能性がある。  

【目的】  

１）医療体制を維持する。  

２）健康被害を最小限に抑える。  

３）市民の生活及び経済への影響を最小限に抑える。  

【対策の考え方】  

１）感染拡大を止めることは困難であり、対策の主眼を、早期の積極的な感染

拡大防止から被害軽減に切り替える。  

２）地域ごとに発生の状況が異なり、実施すべき対策が異なる場合もあること

から、必要な場合には地域ごとに実施すべき対策の判断を行う。  

３）状況に応じた医療体制や感染対策、ワクチン接種、社会・経済活動の状況

等について周知し、個人一人ひとりがとるべき行動について分かりやすく説

明するため、積極的な情報提供を行う。  

４）流行のピーク時の入院患者や重症者の数をできる限り少なくして医療体制

への負荷を軽減する。  

５）医療体制の維持に全力を尽くし、必要な患者が適切な医療を受けられるよ

うにし健康被害を最小限にとどめる。  

６）欠勤者の増大が予測されるが、市民の生活・経済への影響を最小限に抑え

るため必要なライフライン等の事業活動を継続する。また、その他の社会活

動をできる限り継続する。  

７）住民接種を早期に開始できるよう準備を急ぎ、体制が整った場合は、でき

る限り速やかに接種する。  

８）状況の進展に応じて、必要性の低下した対策の縮小・中止を図る。  

 

4-1 実施体制 

・市対策本部は、県又は市全体として感染期に入ったことを宣言するとともに、

県・近隣市町村及び関係医療機関等との情報を共有しながら、基本的対処方針を

決定し、各種対策を実施する。（健康福祉部、関係部局） 

・市は市役所機能維持のため、事業継続計画（「新型インフルエンザに関する可児

市役所機能維持のための事業継続計画」）に基づいて、継続しなければならない事

業を実施する。（総務部、関係部局） 

・特措法第 32 条第１項に基づく緊急事態宣言がされている場合、可児市が新型イ

ンフルエンザ等のまん延により緊急事態措置を行うことができなくなったときに
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は、県及び近隣市町村へ応援を依頼する。（健康福祉部） 

4-2 情報収集・提供・共有 

・引き続き、新型インフルエンザ等の発生状況、治療法やワクチン等に関する情

報を収集する。（健康福祉部） 

・引き続き「県リアルタイム感染症サーベイランスシステム」により、インフル

エンザ受診患者数の状況を把握する。（健康福祉部） 

・引き続き「学校欠席者情報システム」により欠席者及び臨時休業の状況を把握

する。（健康福祉部、教育委員会事務局） 

・市民に対し、引き続き市内及び県内の発生状況や対策及び医療体制の情報の提

供を行う。また、社会活動の状況等についても情報提供する。（健康福祉部、企画

経済部、関係部局） 

・市民一人ひとりが取るべき行動を理解しやすいよう、市内のインフルエンザ等

の流行状況に応じた医療体制を周知し、学校・保育施設等や職場での感染対策に

ついての情報を適切に市民に提供する。（健康福祉部、企画経済部、教育委員会事

務局、関係部局） 

・県や関係機関との情報共有を図る。（健康福祉部、関係部局） 

 

4-3 予防・まん延防止 

・市民、事業所、学校、福祉施設等に対して引き続き、インフルエンザの予防策

として、手洗い、うがい、マスク着用、人混みを避ける等の周知徹底を図る。（健

康福祉部、企画経済部、教育委員会事務局、関係部局） 

・事業者に対し、職場における感染対策の徹底を依頼する。（健康福祉部、企画経

済部、関係部局） 

・関係機関等に対し、病院、高齢者施設等の基礎疾患を有する者が集まる施設や

多数の者が居住する施設等における感染対策を強化するよう引き続き依頼する。

（健康福祉部、関係部局） 

・患者の治療を優先することから、濃厚接触者（同居者除く）への抗インフルエ

ンザウイルス薬の予防投与を見合わせるよう関係機関へ要請する。なお、患者の

同居者に対する予防投与については、国の評価に基づき、継続又は中止を決定す

る。（健康福祉部） 

・特措法第 32 条第１項に基づき、県内の全部又は一部が新型インフルエンザ等緊

急事態措置を実施すべき区域に指定された場合に、県が行う市民の外出自粛・学

校施設や公民館等の使用制限等の要請に協力する。（健康福祉部、企画経済部、市

民部、教育委員会事務局、関係部局） 

 

4-4 医療 

・国、県等から新型インフルエンザ等の診断・治療に関する情報が示された場合

は、医師会や医療機関に迅速に提供するとともに、適切な医療の提供を依頼する。

（健康福祉部） 

・医師会、関係医療機関等と連携し、医療を提供するために医療関係者を確保し、
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必要な医療を提供するよう要請する。また、医薬品・医療資機材等の在庫状況を

確認し、診療が継続されるように調整する。（健康福祉部） 

・帰国者・接触者外来、帰国者・接触者相談センター及び感染症法に基づく患者

の入院措置を中止し、原則として一般の医療機関において新型インフルエンザ等

の患者の診療を行うことを医師会及び医療機関へ周知する。（健康福祉部） 

・入院治療は重症患者を対象とし、それ以外の患者に対しては在宅での療養を要

請するよう関係機関に周知する。（健康福祉部、関係各部局） 

・市は国及び県と連携し、関係団体の協力を得ながら、患者や医療機関から要請

があった場合には、在宅で療養する患者への支援（見回り、食事の提供、医療機

関への移送等）や自宅で死亡した患者への対応を行う。（健康福祉部、市民部） 

・抗インフルエンザウイルス薬が不足し、医療機関や医薬品卸売業者間の融通が

困難になった場合には、国・県備蓄分の配分を要請する。（健康福祉部） 

・緊急事態宣言がされている場合、市は国及び県と連携し医療機関における定員

超過入院等について調整する。（健康福祉部） 

・市は、県が行う臨時の医療施設の設置に協力し、医療を提供する。（健康福祉部） 

 

4-5 市民生活及び経済の安定確保 

・市内の事業者に対して引き続き、従業員の健康管理の徹底と職場における感染

対策を行うよう要請する。（企画経済部） 

・公共交通事業者や市民生活に密接に関わる事業者（水・電気・ガスの供給、ゴ

ミの収集等）に対し、業務継続に向けた取組みを行うよう要請する。（企画経済部、

市民部、水道部） 

・生活関連物資等の価格が高騰しないよう、また、買占め・売惜しみが生じない

よう、引き続き、市民・事業者へ適切な行動を呼びかける。（企画経済部） 

・市は在宅の高齢者、障がい者等の要援護者への生活支援（見回り、介護、訪問

診療、食事の提供等）、搬送、死亡時の対応等を行う。（健康福祉部、関係部局） 

・可能な限り火葬炉の稼働に努めるよう協議するとともに、死亡者が増加し、火

葬能力の限界を超えることが明らかになった場合には、一時的に遺体を安置する

施設等を確保する。（健康福祉部、市民部、関係部局） 

・国が特措法第 56 条第１項に基づき、当該市町村長以外の市町村長による埋葬又

は火葬の許可等の埋葬及び火葬の手続きの特例を定めた場合、市は当該特例によ

り埋火葬に係る手続きを行う。（市民部）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

・状況に応じ、市民の生活相談窓口の拡充を図る。（健康福祉部、企画経済部、市

民部、関係各部） 

 

 

 

 

 

 



 
 

- 29 - 

 

５．小康期 

 

５ 小康期  

・新型インフルエンザ等の患者の発生が減少し、低い水準でとどまっている状

態。  

・大流行はいったん終息している状況。  

【目的】  

１）市民の生活及び経済の回復を図り、流行の第二波に備える。  

【対策の考え方】  

１）第二波の流行に備えるため、第一波に関する対策の評価を行うとともに、

資器材、医薬品の調達等、第一波による医療体制及び社会・経済活動への影

響から早急に回復を図る。  

２）第一波の終息及び第二波発生の可能性やそれに備える必要性について市民

に情報提供する。  

３）情報収集の継続により、第二波の発生の早期探知に努める。  

４）第二波の流行による影響を軽減するため、住民接種を進める。  

 

5-1 実施体制 

・国が緊急事態宣言を解除した時は、市対策本部を廃止する。また、通常の医療

体制に戻す。（健康福祉部） 

・これまでの各段階における対策について評価を行い、必要に応じ、行動計画、

マニュアル等の見直しを行う。（健康福祉部、関係部局） 

・第二波に備えるための協議を行い、現時点で不足している医療資機材の調達及

び再配備を行う。（健康福祉部、関係部局） 

 

5-2 情報の収集・提供・共有 

・引き続き「県リアルタイム感染症サーベイランスシステム」により、インフル

エンザ受診患者数の状況を把握する。（健康福祉部） 

・引き続き「学校欠席者情報システム」により欠席者及び臨時休業の状況を把握

する。（健康福祉部、教育委員会事務局、関係部局） 

・再流行を早期に把握するため、医師会及び関係医療機関と連携し、現時点での

市内の情報収集に努める。（健康福祉部） 

・市民に対し、利用可能なあらゆる媒体・機関を活用し、第一波の終息と第二波

発生の可能性に備える必要性の情報を提供する。（健康福祉部、企画経済部、関係

部局） 

・市民活動の自粛の解除について、市民や関係機関に周知する。（健康福祉部、企

画経済部、関係部局） 

 

5-3 予防・まん延防止 

・市民に対し、引き続きインフルエンザの基本的な予防対策の周知を行う。（健康
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福祉部） 

・インフルエンザ等の流行の第二波に備え、特措法第 46 条（緊急事態宣言がされ

ている場合）又は予防接種法第６条第３項（緊急事態宣言がされていない場合）

に基づく住民接種を行う。（健康福祉部） 

 

5-4 医療 

・医療機関に対し、通常の診療体制に戻すよう指示するとともに感染予防策を行

うよう依頼する。（健康増進課） 

・ワクチンの円滑な供給が行えるよう、関係医療機関等と調整を行う。（健康福祉

部） 

 

5-5 市民生活及び経済の安定確保 

・引き続き必要に応じ、市民に対し、食料品、生活関連物資等の購入に当たって

の消費者としての適切な行動を呼びかける。（企画経済部） 

・生活関連物資等の価格が高騰しないよう、また買占め・売惜しみが生じないよ

う、引き続き市民・事業者へ適切な行動を呼びかける。（企画経済部） 

・事業者に対して、流行の第二波に備え、引き続き感染予防策を行うよう周知す

る。（企画経済部） 

・流行の第二波に備え、要援護者等への支援策の整備を進める。（健康福祉部） 

・市内事業者等に対し、これまで縮小・中止していた業務を再開しても支障がな

い旨、周知する。（企画経済部） 

・市民生活相談窓口体制を縮小する。（健康福祉部、市民部、関係部局） 
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○可児市新型インフルエンザ等対策本部条例 

平成25年６月27日 

条例第17号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31

号。以下「法」という。） 第37条において準用する法第26条の規定に基づき、

可児市新型インフルエンザ等対策本部 （以下「対策本部」という。） に関し必

要な事項を定めるものとする。 

（組織） 

第２条 新型インフルエンザ等対策本部長（以下「本部長」という。） は、対策

本部の事務を総括する。 

２ 新型インフルエンザ等対策副本部長は、本部長を補佐し、対策本部の事務を

整理するほか、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

３ 新型インフルエンザ等対策本部員（以下「本部員」という。） は、本部長の

命を受け、対策本部の事務に従事する。 

４ 前３項に定める者のほか、対策本部に必要な職員を置くことができる。 

５ 前項の職員は、市の職員のうちから、市長が任命する。 

（会議） 

第３条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、

必要に応じ、対策本部の会議（以下「会議」という。） を招集する。 

２ 本部長は、法第35条第４項の規定に基づき、国の職員その他市の職員以外の

者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。 

（部） 

第４条 本部長は、必要と認めるときは、対策本部に部を置くことができる。 

２ 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。 

３ 部に部長を置き、本部長の指名する本部員をもって充てる。 

４ 部長は、部の事務を掌理する。 

（委任） 

第５条 この条例に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が

別に定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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○可児市感染症等予防対策本部設置要綱 

平成15年３月25日 

訓令甲第24号 

改正 平成19年３月29日訓令甲第９号 

平成24年３月30日訓令甲第52号 

（設置） 

第１条 感染症等の予防及び被害の拡大の防止に対処するため、可児市感染症等

対策本部（以下「本部」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 本部は、次の事務を行う。 

（１） 感染症等の予防対策に関すること。 

（２） 感染症等に係る連絡調整に関すること。 

（３） 感染症等に係る広報に関すること。 

（４） 感染症等に係る情報収集に関すること。 

（組織） 

第３条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。 

２ 本部長は、副市長をもって充て、副本部長は、教育長をもって充てる。 

３ 本部員は、部長職にある者をもって充てる。 

（本部長及び副本部長） 

第４条 本部長は、本部を総括する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐する。 

３ 本部長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ本部長が指定する者が

その職務を代理する。 

（本部員会議等） 

第５条 本部員会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織し、必要に応

じて本部長が招集する。 

２ 本部長は、本部員会議において必要と認められるときは、構成員以外の者に

出席を求めることができる。 

３ 情報の収集及び対策等の協議をするため、本部員のうち企画経済部長、総務

部長、健康福祉部長及び教育委員会事務局長並びにその関係課長による対策会

議を置くことができる。 

（庶務） 

第６条 本部の庶務は、健康福祉部健康増進課において行う。 

（その他） 

第７条 この訓令に定めるもののほか本部の運営に関し必要な事項は、本部長が

定める。 

付 則 

１ この訓令は、平成15年５月１日から施行する。 

２ 可児市「病原性大腸菌O―157」対策本部設置要綱（平成８年可児市訓令甲第

26号）は、廃止する。 
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附 則（平成19年訓令甲第９号） 

この訓令は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成24年訓令甲第52号） 

この訓令は、平成24年４月１日から施行する。 
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○可児市危機管理規程 

平成 23 年４月１日 

訓令甲第 34 号 

改正 平成 24 年３月 30 日訓令甲第 52 号 

平成 25 年４月１日訓令甲第 24 号 

平成 25 年 11 月 29 日訓令甲第 47 号 

平成 26 年７月１日訓令甲第 27 号 

（目的） 

第１条 この訓令は、危機管理の体制について必要な事項を定めることにより、

職員の危機意識及び組織的な危機管理能力の向上を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。 

(１) 危機 市民の生命、身体若しくは財産に被害を与える事態、市民生活に

不安若しくは不信を与える事態又は行政への信頼若しくは信用を失墜させる

事態をいう。 

(２) 危機管理 危機に対する予防策及び対応策をいう。 

（職員の責務） 

第３条 本市の職員は、常に危機管理の意識を持って危機の予見に努めなければ

ならない。 

２ 職員は、危機を予見した場合は、すみやかに危機管理推進員（第７条第１項

に規定する危機管理推進員をいう。次項において同じ。）に報告しなければなら

ない。 

３ 職員は、危機の発生を把握した場合は、当該危機について応急的な対応を行

うとともに、すみやかに危機管理推進員に報告しなければならない。 

（組織） 

第４条 危機の予見時又は発生時において迅速な対応を行うため、次条から第７

条までに規定する職を置く。 

（危機管理統括責任者） 

第５条 全庁的な危機管理を統括し、各部の危機管理に対する調整及び指示を行

う者として、危機管理統括責任者（以下「統括責任者」という。）を置くものと

し、副市長をもって充てる。 

２ 統括責任者が欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。 

（危機管理責任者） 

第６条 所管する部の危機管理について責任を負い、発生した危機への対応を行

う者として、危機管理責任者（以下「責任者」という。）を置くものとし、教育

長及び各部長をもって充てる。 

（危機管理推進員） 

第７条 所管する課の危機管理を行う者として、危機管理推進員（以下「推進員」

という。）を置くものとし、各課長をもって充てる。 
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２ 推進員は、所管する課の危機管理を補佐する職員を指名することができる。 

（危機の予見） 

第８条 推進員は、所管する課に係る危機を予見したときは、危機予見報告書（別

記様式第１号）に必要事項を記入し、当該課を所管する責任者に速やかに報告

しなければならない。 

２ 責任者は、推進員から提出された危機予見報告書により、当該危機を統括責

任者に報告し、統括責任者と調整のうえ、推進員に必要な指示をしなければな

らない。 

３ 推進員は、前項の指示に従い、危機の発生を抑止するための必要な措置を講

じなければならない。 

４ 推進員は、当該危機の措置の終了後、その結果をまとめ、危機予見報告書に

より、当該課を所管する責任者に報告しなければならない。 

５ 責任者は、前項の規定による報告を受けた後、危機予見報告書により、総括

責任者及び総務部長に報告しなければならない。 

（危機の発生） 

第９条 推進員は、所管する課において危機が発生したときは、危機発生報告書

（別記様式第２号）に必要事項を記入し、当該課を所管する責任者に速やかに

報告しなければならない。 

２ 責任者は、推進員から提出された危機発生報告書により、当該危機を統括責

任者及び総務部長に報告し、統括責任者と調整のうえ、推進員に必要な指示を

しなければならない。 

３ 推進員は、前項の指示に従い、危機の被害を軽減するための必要な措置を講

じなければならない。 

４ 推進員は、当該危機の対応の終了後、その結果をまとめ、危機発生報告書に

より、当該課を所管する責任者に報告しなければならない。 

５ 責任者は、前項の規定による報告を受けた後、危機発生報告書により、総括

責任者及び総務部長に報告しなければならない。 

（危機管理検討会議） 

第 10 条 統括責任者は、危機について必要があると認めるときは、当該危機につ

いて総合的に対応するため、危機管理検討会議（以下「会議」という。）を設置

することができる。 

２ 会議は、統括責任者及び次の各号に掲げる者のうちから、統括責任者の指名

する者をもって組織する。 

(１) 教育長 

(２) 企画経済部長 

(３) 総務部長 

(４) 企画経済部総合政策課長 

(５) 総務部総務課長 

(６) 総務部秘書課長 

(７) 当該危機に係る責任者及び推進員 
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(８) その他統括責任者が必要と認める者 

３ 会議に委員長を置き、統括責任者をもって充てる。 

４ 統括責任者は、会議の検討の結果、必要と認めるときは、当該危機について

庁議に付議することができる。 

（危機発生時の情報の公表） 

第 11 条 責任者は、危機の発生状況等を整理して当該危機に係る公表のための資

料（以下「危機関係資料」という。）を作成し、統括責任者に報告しなければな

らない。 

２ 統括責任者は、危機関係資料を会議に諮り、調整のうえ、責任者に危機関係

資料の公表を指示しなければならない。 

３ 責任者は、前項の指示に従い、議会に当該危機に関する状況を報告したうえ

で、危機関係資料を公表しなければならない。 

（情報の管理） 

第 12 条 責任者は、危機予見報告書及び危機発生報告書を適正に保管しなければ

ならない。 

２ 総務部総務課長は、危機管理に係るデータベースを整備しなければならない。 

（適用除外） 

第 13 条 個別の事項につき危機管理に係る体制を別に定めているものについて

は、この訓令の規定は、適用しない。 

附 則 

この訓令は、平成 23 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 24 年訓令甲第 52 号） 

この訓令は、平成 24 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 25 年訓令甲第 24 号） 

この訓令は、平成 25 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 25 年訓令甲第 47 号） 

この訓令は、平成 25 年 12 月１日から施行する。 

附 則（平成 26 年訓令甲第 27 号） 

この訓令は、平成 26 年７月１日から施行する。 
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○ 可児市医療機関一覧 

                               （アイウエオ順） 

№ 医療機関名 住    所 ＴＥＬ 

1 Aki なかむらクリニック 坂戸 599 番地 ６０－２３００ 

2 浅井医院 鳩吹台 6 丁目 30 番地 ６５－６４１１ 

3 あんどうクリニック 下恵土 3440 番地 678 ６３－６６１１ 

4 今井内科 今渡 1333 番地 1 の 1 ２６－１２３４ 

5 牛丸内科 下恵土 5830 番地 ６３－１６１１ 

6 大野整形外科・外科医院 皐ケ丘 1 丁目 10 番地 ６４－３２２３ 

7 奥野医院 下切 3808 番地 1 ６２－７５０１ 

8 奥村皮フ科 今渡 1653 番地 1 ６３－５３００ 

9 梶の木内科医院 川合 2340 番地 1 ６０－３２２２ 

10 かたびら眼科 東帷子 3877 番地 ６９－１００１ 

11 加藤整形外科 下恵土 919 番地 ６１－０９７１ 

12 可児とうのう病院 土田 1221 番地 5 ２５－３１１３ 

13 河内皮膚科・形成外科 菅刈 839 番地 5 ６５－０２４０ 

14 キッズクリニックありす 中恵土 2359 番地 634 ６１－５００１ 

15 熊谷医院 下恵土 184 番地 ６２－００６２ 

16 くろだ胃腸科内科 塩 917 番地 4 ６６－０６０６ 

17 可児市国保診療所 久々利 1644 番地 ６４－１１２６ 

18 こんどう内科クリニック 羽崎 245 番地 1 ６０－２３４５ 

19 さいとう耳鼻咽喉科 下恵土 4112 番地 ６２－８７５５ 

20 桜ケ丘クリニック 桜ケ丘 6 丁目 73 番地 8 ６４－４５８８ 

21 桜ケ丘診療所 桜ケ丘 6 丁目 73 番地 7 ６４－１８２５ 

22 酒向産婦人科 今渡 1886 番地 ６２－３１１１ 

23 さつきクリニック 皐ケ丘 1 丁目 168 番地 ５６－１０７７ 

24 新可児クリニック 下恵土 5500 番地 ６１－０２１２ 

25 杉山こどもクリニック 下恵土 1625 番地 1 ６３－５１００ 

26 宗宮整形外科 広見 36 番地 1 ６２－８７８０ 

27 たかぎ内科 土田 3551 番地 1 ２５－７１８１ 
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№ 医療機関名 住    所 ＴＥＬ 

28 武市クリニック 今渡 1256 番地 1 ２５－１１３８ 

29 たなかハートクリニック 今渡 2393 番地 1 ６２－９５２２ 

30 とまつレディースクリニック 広見 2097 番地 ６１－１１３８ 

31 中島クリニック 東帷子 136 番地 ６５－８８３３ 

32 西可児医院 帷子新町 2 丁目 99 番地 ６５－０１２３ 

33 西可児眼科クリニック 帷子新町 2 丁目 72 番地 ６５－９８８８ 

34 にしむら眼科 下恵土 4028 番地 2 ６３－１１５８ 

35 濃成病院 広見 851 番地 8 ６２－１１００ 

36 はーとふるクリニック 下恵土 5436 番地 1 ６６－８１８１ 

37 はせがわ小児科クリニック 広見 2437 番地 1 ６０－０６７８ 

38 林医院 帷子新町 2 丁目 29 番地 ６５－２６２３ 

39 東可児病院 広見 1520 番地 ６３－１２００ 

40 ぴくしぃ整形外科 帷子新町 2 丁目 115 番地 ６５－００５５ 

41 ひまわりファミリークリニック 坂戸 818 番地 ６０－１０１１ 

42 馨仁会 藤掛病院 広見 876 番地 ６２－００３０ 

43 藤掛内科 兼山 630 番地 ５９－２１００ 

44 古川医院 今渡 1919 番地 ６２－７０２０ 

45 堀澤医院 広見 2310 番地 1 ６１－００３８ 

46 前田内科・小児科クリニック 東帷子 947 番地 2 ６５－４０５５ 

47 水野内科クリニック 今渡 870 番地 ２８－５０５５ 

48 みなもり内科クリニック 中恵土 1885 番地 ６０－４７７７ 

49 森岡耳鼻咽喉科 菅刈 839 番地 5 ６５－０６９１ 

50 安田眼科クリニック 広見 4 丁目 25 番地 ６２－７５７６ 

51 やまだ内科クリニック 菅刈 839 番地 5 ６９－０７６０ 

52 山本耳鼻咽喉科 広見 4 丁目 27 番地 ６２－８２３３ 

53 山本内科耳鼻科 長坂 1 丁目 87 番地 2 ６５－１９１９ 

54 ユリ・アイクリニック 広見 5 丁目 32 番地 ６０－５１９０ 

55 ローズベルクリニック 下恵土 2975 番地 1 ６０－３３５５ 
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№ 医療機関名 住    所 ＴＥＬ 

56 わかやまクリニック 瀬田 847 番地１ ６０－１１７１ 

57 早稲田クリニック 広見 1 丁目 17 番地 ６２－７８３８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 41 - 

 

用語解説                        ※アイウエオ順 

ア 行 

◇インフルエンザウイルス 

インフルエンザウイルスは抗原性の違いから、A 型、B 型、C 型に大きく分類

される。人でのパンデミックを引き起こすのは A 型のみである。A 型はさらに、

ウイルスの表面にある赤血球凝集素（HA）とノイラミニダーゼ（NA）という、２

つの糖蛋白の抗原性の違いにより亜型に分類される。（いわゆる A/H1N1、A/H3N2 

というのは、これらの亜型を指している。） 

 

カ 行 

◇感染症指定医療機関 

感染症法に規定する特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関、第

二種感染症指定医療機関及び結核指定医療機関のこと。 

＊特定感染症指定医療機関 

新感染症の所見がある者又は一類感染症、二類感染症若しくは新型インフル

エンザ等感染症の患者の入院を担当させる医療機関として厚生労働大臣が指定

した病院。 

＊第一種感染症指定医療機関 

一類感染症、二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者の入院を担

当させる医療機関として都道府県知事が指定した病院。 

＊第二種感染症指定医療機関 

二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者の入院を担当させる医療

機関として都道府県知事が指定した病院。 

 

 ◇帰国者・接触者外来 

新型インフルエンザ等の発生国からの帰国者や患者の接触者であって発熱・呼

吸器症状等を有する者に係る診療を行う外来。 

都道府県等が地域の実情に応じて対応する医療機関を決定する。帰国者・接触

者外来を有しない医療機関でも新型インフルエンザ等の患者が見られるようにな

った場合等には、一般の医療機関（内科・小児科等、通常、感染症の診療を行う

全ての医療機関）で診療する体制に切り替える。 

 

◇帰国者・接触者相談センター 

発生国から帰国した者又は患者への濃厚接触者であって、発熱・呼吸器症状等

を有する者から、電話で相談を受け、帰国者・接触者外来を案内する。 

 

◇緊急事態宣言 

新型インフルエンザ等が国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国

民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したと政府が

認めた時に発する宣言のこと。 
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◇緊急事態措置 

 特措法第三十二条の規定により、新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされた

時から解除宣言がされるまでの間において、国民の生命及び健康を保護し、並び

に国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするために実施する措

置をいう。 生活の維持に必要な場合を除き、みだりに外出しないこと（不要不急

の外出の自粛等）や学校、社会福祉施設、興行場等多数の者が利用する施設等の

使用の制限等を上記宣言の際に告示した期間（最大３年）や区域において実施す

るもの。 

 

◇抗インフルエンザウイルス薬 

インフルエンザウイルスの増殖を特異的に阻害することによって、インフルエ

ンザの症状を軽減する薬剤。ノイラミニダーゼ阻害剤は抗インフルエンザウイル

ス薬の一つであり、ウイルスの増殖を抑える効果がある。 

 

◇国立感染症研究所 

厚生労働省所管の研究施設。国民の保健医療の向上を図る予防医学の立場から、

広く感染症に関する研究を総合的に行い、国の保健医療行政の科学的根拠を明ら

かにするとともに感染症の制圧を目的としている。 

新型インフルエンザ等の発生時には、検査キットの開発・配布、ウイルスの遺

伝子検査の確定診断を行う。 

 

◇個人防護具（Personal Protective Equipment） 略称：PPE 

エアロゾル、飛沫などの曝露のリスクを最小限にするためのバリアとして装着

するマスク、ゴーグル、ガウン、手袋等をいう。病原体の感染経路や用途（スク

リーニング、診察、調査、侵襲的処置等）に応じた適切なものを選択する必要が

ある。 

 

サ 行 

◇サーベイランス 

疾患に関して様々な情報を収集して、状況を監視することを意味する。特に、

感染症法に基づいて行われる感染症の発生状況（患者及び病原体）の把握及び分

析を示すこともある。 

 

◇事業継続計画（BCP） 

災害や事故など不測の事態を想定して、事業継続の視点から対応策をまとめた

もの。危機発生の際、重要業務への影響を最小限に抑え、仮に中断しても可及的

速やかに復旧・再開できるようにあらかじめ策定しておく行動計画のこと。  

 

◇新型インフルエンザ 

感染症法第 6 条第 7 項において、新たに人から人に伝染する能力を有すること

http://kotobank.jp/word/%E7%81%BD%E5%AE%B3
http://kotobank.jp/word/%E4%BA%8B%E6%95%85
http://kotobank.jp/word/%E4%B8%8D%E6%B8%AC
http://kotobank.jp/word/%E4%BA%8B%E6%85%8B
http://kotobank.jp/word/%E6%83%B3%E5%AE%9A
http://kotobank.jp/word/%E4%BA%8B%E6%A5%AD
http://kotobank.jp/word/%E4%BA%8B%E6%A5%AD
http://kotobank.jp/word/%E8%A6%96%E7%82%B9
http://kotobank.jp/word/%E5%AF%BE%E5%BF%9C
http://kotobank.jp/word/%E5%8D%B1%E6%A9%9F
http://kotobank.jp/word/%E5%8D%B1%E6%A9%9F
http://kotobank.jp/word/%E9%87%8D%E8%A6%81
http://kotobank.jp/word/%E9%87%8D%E8%A6%81
http://kotobank.jp/word/%E5%BD%B1%E9%9F%BF
http://kotobank.jp/word/%E6%9C%80%E5%B0%8F%E9%99%90
http://kotobank.jp/word/%E4%B8%AD%E6%96%AD
http://kotobank.jp/word/%E9%80%9F%E3%82%84%E3%81%8B
http://kotobank.jp/word/%E5%BE%A9%E6%97%A7
http://kotobank.jp/word/%E5%86%8D%E9%96%8B
http://kotobank.jp/word/%E7%AD%96%E5%AE%9A
http://kotobank.jp/word/%E8%A1%8C%E5%8B%95%E8%A8%88%E7%94%BB
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となったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感

染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なま

ん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められる

ものとされている。 

毎年流行を繰り返す季節性のインフルエンザとはウイルスの抗原性が大きく異

なり、ほとんどの人がそのウイルスに対する免疫を獲得していないため、ウイル

スが人から人へ効率よく感染し、急速かつ大規模なまん延を引き起こし、世界的

大流行（パンデミック）となるおそれがある。 

 

◇新型インフルエンザ等協力医療機関 

 新型インフルエンザ等患者の治療を行う医療機関で知事が登録するものをいい、

県内の保健所と連携し、新型インフルエンザ等患者の治療を行い、感染拡大防止

に寄与する。 

 

◇新感染症 

新感染症とは、感染症法第 6 条第 9 項において、人から人に伝染すると認めら

れる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が

明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、か

つ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれが

あると認められるものをいう。 

 

◇診療継続計画 

医療機関における事業継続計画のことで、新型インフルエンザ等が発生した際

に、医療機関が診療を継続し、急激に増加する新型インフルエンザ等の患者への

対応とその他の慢性疾患の患者への医療を、平常よりも少ない医療スタッフで提

供するための診療継続の方法についてあらかじめ検討したものである。 

 

タ 行 

◇鳥インフルエンザ 

一般に、鳥インフルエンザは鳥の感染症であるが、稀に、鳥インフルエンザの

ウイルスが人に感染し、人の感染症を引き起こすことがある。元来、鳥の感染症

である鳥インフルエンザのウイルスが種差を超えて、鳥から人へ感染するのは、

感染した鳥又はその死骸やそれらの内臓、排泄物等に濃厚に接触した場合に限ら

れるとされている。また、人から人への感染は極めて稀であり、患者と長期間に

わたって感染防止策をとらずに濃厚に接触した家族内での感染が報告されている。 

 

ナ 行 

◇濃厚接触者 

新型インフルエンザ等の患者と濃密に、高頻度又は長期間接触した者（感染症

法において規定される新型インフルエンザ等に「かかっていると疑うに足りる正
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当な理由のある者」）が該当。発生した新型インフルエンザ等の特性に応じ、具体

的な対象範囲が決まるが、例えば、患者と同居する家族等が想定される。 

 

 

ハ 行 

◇発病率（Attack Rate） 

新型インフルエンザの場合は、全ての人が新型インフルエンザのウイルスに曝

露するリスクを有するため、本計画では、人口のうち、流行期間中に新型インフ

ルエンザに罹患した者の割合。 

 

◇パンデミック 

感染症の世界的大流行のこと。特に新型インフルエンザのパンデミックは、ほ

とんどの人が新型インフルエンザのウイルスに対する免疫を持っていないため、

ウイルスが人から人へ効率よく感染し、世界中で大きな流行を起こすことを指す。 

 

 

◇パンデミックワクチン 

新型インフルエンザが発生した段階で、出現した新型インフルエンザウイルス

又はこれと同じ抗原性をもつウイルスを基に製造されるワクチン。 

 

◇飛沫核感染（空気感染） 

飛沫核感染とは、飛沫の水分が蒸発して乾燥し、さらに小さな粒子（５ミクロ

ン以下）である飛沫核となって、空気中を漂い、離れた場所にいる人がこれを吸

い込むことによって感染する経路である。飛沫核は空気中に長時間浮遊するため、

対策としては特殊な換気システム（陰圧室など）やフィルターが必要になる。 

 

◇飛沫感染 

飛沫感染とは感染した人が咳やくしゃみをすることで排泄する、ウイルスを含む

飛沫（５ミクロン以上の水滴）が飛散し、これを健康な人が鼻や口から吸い込み、

ウイルスを含んだ飛沫が粘膜に接触することによって感染する経路を指す。なお、

咳やくしゃみ等の飛沫は、空気中で１～２メートル以内しか到達しない。 

 

◇病原性 

新型インフルエンザ対策においては、ヒトがウイルスに感染した場合の症状の重

篤度として用いることが多い。なお学術的には、病原体が宿主（ヒトなど）に感

染して病気を起こさせる能力であり、病原体の侵襲性、増殖性、宿主防衛機構の

抑制能などを総合した表現。 

 

◇プレパンデミックワクチン 

新型インフルエンザが発生する前の段階で、新型インフルエンザウイルスに変
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異する可能性が高い鳥インフルエンザウイルスを基に製造されるワクチン（現在、

我が国では H5N1 亜型の鳥インフルエンザウイルスを用いて製造）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 46 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 可児市新型インフルエンザ等対策行動計画  

 

 発行日  平成 26 年 11 月 19 日  

 発 行  可 児 市  

 

 〒509-0292 

  岐阜県可児市広見一丁目１番地  

   電話：0574-62-1111 FAX：0574-63-7070 

   市 HP：http://www.city.kani.lg/jp/ 


